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※お問い合わせの「Ｇ」は「グループ」を表します。

町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

の
有
料
広
告
募
集

我
が
家
の
主
役
募
集

所
得
税
、復
興
特
別
所
得
税
、

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の

確
定
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に

『
五
霞
町
教
育
振
興
大
会
』

開
催
の
お
知
ら
せ

（
総
務
課
）

　

広
報
ご
か
で
は
、
毎
月
「
我
が
家

の
主
役
」
と
題
し
、
３
歳
ぐ
ら
い
ま

で
の
お
子
さ
ま
を
掲
載
し
て
い
ま

す
。
こ
の
コ
ー
ナ
ー
に
あ
な
た
の
お

子
さ
ま
を
掲
載
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

ご
希
望
の
方
は
、
総
務
課
ま
た
は

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
応
募

用
紙
に
写
真
を
添
え
て
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
掲
載
は
受
付
順
と
な
っ
て

お
り
、
一
度
掲
載
さ
れ
た
方
は
見
送

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

総
務
課　

企
画
政
策
Ｇ

　☎
（84）
１
１
１
１
（
内
線
２
２
７
）

（
教
育
委
員
会
）

　

平
成
25
年
度
教
育
振
興
大
会
に
お

い
て
、
本
町
の
学
校
教
育
、
社
会
教

育
の
振
興
に
寄
与
し
た
方
の
表
彰
並

び
に
教
育
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
一
般
の
方
の
参
加
を
受
付
し
ま
す
。

○
日
時　
2
月
20
日
㈭

　

午
後
1
時
30
分　

開
会

○
場
所　
中
央
公
民
館　

講
堂

○
内
容

・
教
育
功
労
者
の
表
彰

・
各
小
・
中
学
校
教
育
実
践
発
表

・
教
育
講
演
会

　

演
題
「
人
を
育
て
る
」

　

～
サ
ッ
カ
ー
を
通
し
て
～

　

講
師　

流
通
経
済
大
学
教
授

　

同
サ
ッ
カ
ー
部
総
監
督

　

中
野　

雄
二
氏

（
町
民
税
務
課
）

○
平
成
25
年
分　
所
得
税
の
確
定
申

　
告
受
付
期
日

　

２
月
17
日
㈪
～
３
月
17
日
㈪

　

な
お
、
還
付
申
告
の
受
付
は
、
２

月
14
日
㈮
以
前
で
も
古
河
税
務
署
に

て
行
っ
て
い
ま
す
。

　
（
た
だ
し
、
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

○
平
成
25
年
分　
個
人
事
業
者
の
消

　
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申

　
告
期
限　
３
月
31
日
㈪

○
納
期
限
と
振
替
納
税
の
利
用
に
つ

　
い
て

〔
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
〕

・
現
金
ま
た
は
電
子
納
税
の
納
期
限

３
月
17
日
㈪

・
振
替
納
税
の
場
合
（
振
替
日
）

　

４
月
22
日
㈫

〔
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
〕

・
現
金
ま
た
は
電
子
納
税
の
納
期
限

３
月
31
日
㈪

・
振
替
納
税
の
場
合
（
振
替
日
）

　

４
月
24
日
㈭

○
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム

　
（ｅ
ー
Ｔａ
ｘ
）
の
利
用
に
つ
い
て

　

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
、

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
、
贈
与
税

の
申
告
書
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
を
利
用
し
て
、
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ

へ
送
信
で
き
ま
す
。

○
参
加
お
申
し
込
み
期
間

　

2
月
18
日
㈫
ま
で
（
無
料
）

　

当
日
の
参
加
も
受
け
付
け
ま
す
。

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　

教
育
委
員
会　

学
校
教
育
Ｇ

　☎
（84）
１
４
６
２

　

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の

確
定
申
告
期
間
中
は
、
24
時
間
い
つ

で
も
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
可
能
で
す

（
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
時
間
を
除
く
）。

○ｅ
―
Ｔａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

w
w

w.e-tax.nta.go.jp

○
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
の
操
作
に
関
す
る
お

　
問
い
合
わ
せ
（
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
）

　☎
０
５
７
０
（
０
１
）
５
９
０
１

○
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
w

w
w.nta.go.jp

○
お
問
い
合
わ
せ

　

古
河
税
務
署
個
人
課
税
第
一
部
門

　

☎
（32）
４
１
６
１
（
代
表
）

農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外

申
請
を
受
付
し
ま
す（

産
業
課
）

　

農
用
地
区
域
内
に
あ
る
農
地
を
農

地
以
外
（
宅
地
や
資
材
置
場
な
ど
）

と
し
て
利
用
す
る
場
合
は
、
農
用
地

区
域
か
ら
の
除
外
手
続
き
が
必
要
で

す
。
除
外
し
た
後
、
さ
ら
に
農
地
転

用
、
開
発
許
可
申
請
等
も
必
要
に
な

り
ま
す
。

　

申
請
の
あ
っ
た
土
地
の
要
件
や
他

法
令
と
の
関
係
上
、
必
ず
し
も
ご
希

望
に
添
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

受
付
は
年
３
回
（
２
月
・
６
月
・
10

月
）
で
す
。
提
出
書
類
は
要
件
に
よ

り
異
な
り
ま
す
の
で
、
ス
ム
ー
ズ
に

手
続
き
が
行
え
ま
す
よ
う
、
申
請
前

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
受
付
期
間

　

２
月
３
日
㈪
～
28
日
㈮

　
（
た
だ
し
、
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

○
受
付
場
所

　

産
業
課　

○
お
問
い
合
わ
せ

　

産
業
課　

地
域
産
業
Ｇ

　☎
（84）
２
５
８
２
（
直
通
）

（
総
務
課
）

　

町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す

る
有
料
（
バ
ナ
ー
）
広
告
を
募
集
し

て
い
ま
す
。 

○
広
告
掲
載
内
容　
公
共
性
を
損
な

う
お
そ
れ
の
な
い
企
業
及
び
個

人
と
し
ま
す
。（
町
内
外
は
問
い

ま
せ
ん
）

○
広
告
掲
載
期
間　

各
月
の
１
日

か
ら
末
日
ま
で
の
１
カ
月
を
単

位
と
し
、
連
続
す
る
最
長
期
間

は
、
12
カ
月
と
し
ま
す
。

○
広
告
掲
載
箇
所　
町
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
ト
ッ
プ
画
面
で
町
が

指
定
し
た
位
置
と
し
ま
す
。

○
広
告
掲
載
募
集
枠
数

　

10
枠
以
内
と
し
ま
す
。

○
広
告
掲
載
料
金
（
１
枠
）

　

１
カ
月　

１
０
，
０
０
０
円 

　

３
カ
月
以
上
連
続
し
て
掲
載
す
る

場
合
の
掲
載
料
金
は
，
次
の
と
お
り

と
な
り
ま
す
。

⑴
３
カ
月
連
続
し
て
掲
載
す
る
場
合

　

１
カ
月
に
つ
き　

９
，
０
０
０
円

⑵
６
カ
月
連
続
し
て
掲
載
す
る
場
合 

　

１
カ
月
に
つ
き　

８
，
０
０
０
円

⑶
12
カ
月
連
続
し
て
掲
載
す
る
場
合

　

１
カ
月
に
つ
き　
７
，
０
０
０
円

○
広
告
の
規
格
（
１
枠
）

◆
画
像
の
大
き
さ　

縦
60
ピ
ク
セ
ル

　

×
横
１
２
０
ピ
ク
セ
ル 

◆
画
像
容
量　

４
キ
ロ
バ
イ
ト
以
内 

◆
画
像
の
フ
ァ
イ
ル
形
式

　

Ｇ
Ｉ
Ｆ
ま
た
は
Ｊ
Ｐ
Ｅ
Ｇ
形
式 

◆
画
像
の
状
態　

静
止
画

○
お
申
し
込
み
方
法

　

掲
載
を
希
望
す
る
月
の
前
々
月
の

末
日
（
当
該
日
が
休
日
に
当
た
る
と

き
は
そ
の
翌
日
）
ま
で
に
申
込
書
を

直
接
総
務
課
に
提
出
す
る
か
、
ま
た

は
、
郵
送
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。（
原
稿
の
提
出
は
、Ｅ
メ
ー
ル
可
）

　

お
申
し
込
み
受
付
後
、
内
容
を
審

査
し
可
否
を
申
請
者
に
通
知
し
ま
す
。  

○
お
問
い
合
わ
せ

　

総
務
課　

企
画
政
策
Ｇ

　

☎
（84）
１
１
１
１
（
内
線
２
１
３
）


